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(57)【要約】
【課題】事故が発生する寸前の状況にならなくとも、車
両の周辺の状況を記録する。
【解決手段】複数の車両にそれぞれ設けられた自車両状
況検出部２５は、各車両の状況を自車両状況データとし
て検出する。事故状況記憶部５３は、過去に発生した事
故の発生前後の状況を事故状況データとして記憶する。
事故発生推定部５４が、自車両状況検出部２５によって
検出された自車両状況データが事故状況記憶部５３に記
憶されている事故状況データに合致すると判断すると、
予備記録開始部５５は、自車両に搭載された状況記録部
２４に自車両の周辺の状況の記録を開始させるとともに
、他車両に搭載された状況記録部２４に自車両の周辺の
状況の記録を開始させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の車両にそれぞれ搭載され、各車両の周辺の状況を記録する状況記録手段と、
　前記複数の車両にそれぞれ設けられ、各車両の状況を自車両状況データとして検出する
自車両状況検出手段と、
　過去に発生した事故の発生前後の状況を事故状況データとして記憶する事故状況記憶手
段と、
　前記自車両状況検出手段によって検出された前記自車両状況データが前記事故状況記憶
手段に記憶されている前記事故状況データに合致するか否かを判断する判断手段と、
　前記判断手段が前記自車両状況データが前記事故状況データに合致すると判断した場合
に、自車両に搭載された前記状況記録手段に当該自車両の周辺の状況の記録を開始させる
とともに、他車両に搭載された前記状況記録手段に前記自車両の周辺の状況の記録を開始
させる記録開始手段と、
を備えることを特徴とする事故状況記録システム。
【請求項２】
　前記複数の車両との間でそれぞれ通信を行う情報センターをさらに備え、
　前記事故状況記憶手段および前記判断手段を前記情報センターに備えることを特徴とす
る請求項１に記載の事故状況記録システム。
【請求項３】
　道路設備に設けられ、当該道路設備の近傍を走行する車両の状況を車両状況データとし
て検出する車両状況検出手段をさらに備え、
　前記判断手段は、前記車両状況検出手段によって検出された前記車両状況データが前記
事故状況記憶手段に記憶されている前記事故状況データに合致するか否かを判断すること
を特徴とする請求項１または２に記載の事故状況記録システム。
【請求項４】
　揮発性メモリと不揮発性メモリからなる画像データ記憶手段を備え、
　前記状況記録手段は、前記車両の周辺の状況を周期的に前記揮発性メモリに記録し、
　前記記録開始手段による記録は、前記状況記録手段によって前記揮発性メモリに周期的
に記録されたデータを前記不揮発性メモリに複写する処理を含むように構成したことを特
徴とする請求項１から３の何れか１項に記載の事故状況記録システム。
【請求項５】
　前記画像データ記憶手段は、自車両に関するデータを記憶する領域を大きく設定し、他
車両に関するデータを記憶する領域を小さく設定したことを特徴とする請求項４に記載の
事故状況記録システム。
【請求項６】
　前記画像データ記憶手段は、事故に関するデータを記憶する領域に格納可能なデータ件
数を多く設定し、前記判断手段が前記自車両状況データが前記事故状況データに合致する
と判断した場合に各車両の前記状況記録手段が記録する予備記録データを記憶する領域に
格納可能なデータ件数を少なく設定したことを特徴とする請求項４または５に記載の事故
状況記録システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば車両の事故発生前後において当該車両の周辺の状況を記録する事故状
況記録システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種のシステムにおいては、近年、自車両が備えるドライブレコーダのみで事故状況
を記録するのではなく、同じくドライブレコーダを備える他車両と連携して事故状況を記
録するシステムが考えられている。例えば特許文献１のシステムでは、自車両の挙動に異
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常（例えば、急加速、急減速など）がある場合に、自車両の車載カメラによって事故状況
を記録するとともに、他車両に緊急撮像リクエスト信号を送信することで、他車両の車載
カメラによっても事故状況を記録する。このような構成によれば、自車両で記録できなか
った事故状況に関するデータを、他車両が記録した事故状況に関するデータで補完するこ
とができる。
　しかしながら、上記特許文献１のシステムでは、自車両の挙動に異常が発生した状況、
つまり、自車両が事故が発生する寸前の状況にならなければ、事故発生前後における車両
の周辺の状況を記録することができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２０５３６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そこで、本発明の目的は、事故が発生する寸前の状況にならなくとも、車両の周辺の状
況を記録することができる事故状況記録システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の発明によれば、複数の車両にそれぞれ設けられた自車両状況検出手段
は、各車両の状況を自車両状況データとして検出する。事故状況記憶手段は、過去に発生
した事故の発生前後の状況を事故状況データとして記憶する。そして、判断手段が、自車
両状況検出手段によって検出された自車両状況データが事故状況記憶手段に記憶されてい
る事故状況データに合致すると判断すると、記録開始手段は、自車両に搭載された状況記
録手段に当該自車両の周辺の状況の記録（事故発生前の状況を含む）を開始させるととも
に、他車両に搭載された状況記録手段に当該自車両の周辺の状況の記録（事故発生前の状
況を含む）を開始させる。
　即ち、判断手段により自車両の状況が過去に発生した事故の発生前後の状況に合致する
か否かを判断することで、自車両が事故が発生しやすい状況に直面しているか否かを推定
する。そして、自車両が事故が発生しやすい状況に直面していることが推定される場合に
は、自車両の状況記録手段および他車両の状況記録手段の双方により自車両周辺の状況の
記録（事故発生前の状況を含む）を開始する。これにより、事故が発生する寸前の状況に
ならなくとも、各車両が事故が起こりそうな状況になれば、当該車両の周辺の状況を記録
（事故発生前の状況を含む）することができる。
【０００６】
　請求項２に記載の発明によれば、事故状況記憶手段および判断手段を、複数の車両との
間でそれぞれ通信を行う情報センターに備えた。従って、事故状況記憶手段を分散配置し
た構成とは異なり、事故状況データを情報センターにおいて一元的に管理することができ
、事故状況データの追加、修正、削除などの編集を容易に行うことができる。また、判断
手段を分散配置した構成とは異なり、判断手段による判断処理を情報センターにおいて一
元的に行うことができ、自車両が事故が発生しやすい状況に直面しているか否かの推定結
果に矛盾が生じることがない。従って、事故発生の推定処理を精度良く実行することがで
きる。
【０００７】
　請求項３に記載の発明によれば、道路設備に設けられた車両状況検出手段は、当該道路
設備の近傍を走行する車両の状況を車両状況データとして検出する。そして、判断手段は
、車両状況検出手段によって検出された車両状況データが事故状況記憶手段に記憶されて
いる事故状況データに合致するか否かを判断する。
　このように道路設備を利用することで、自車両が事故が発生しやすい状況に直面してい
るか否かの推定を、例えば歩行者や自転車に関するデータ、信号機や踏切の遮断機などに



(4) JP 2011-238045 A 2011.11.24

10

20

30

40

50

関するデータをも加味して行うことができ、一層詳細な事故発生の推定処理が可能となる
。また、各車両から送信される自車両状況データのみならず、道路設備から送信される車
両状況データによっても、事故が発生しやすい状況に直面している車両を特定することが
できる。
【０００８】
　請求項４に記載の発明によれば、画像データ記憶手段は、揮発性メモリと不揮発性メモ
リからなる。状況記録手段は、車両の周辺の状況を周期的に揮発性メモリに記録する。そ
して、記録開始手段による記録は、状況記録手段によって揮発性メモリに周期的に記録さ
れたデータを不揮発性メモリに複写する処理を含む。これにより、事故発生の推定処理を
、過去に揮発性メモリに記録されたデータも加味して行うことが可能となる。
【０００９】
　請求項５に記載の発明によれば、画像データ記憶手段は、自車両に関するデータを記憶
する領域を大きく設定し、他車両に関するデータを記憶する領域を小さく設定した。また
、請求項６に記載の発明によれば、画像データ記憶手段は、事故に関するデータを記憶す
る領域に格納可能なデータ件数を多く設定し、前記判断手段が前記自車両状況データが前
記事故状況データに合致すると判断した場合に各車両の前記状況記録手段が記録する予備
記録データを記憶する領域に格納可能なデータ件数を少なく設定した。これにより、車両
に搭載された限られたメモリ資源を、自車両に関するデータを優先的に記憶するために最
大限に活用した構成を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１実施形態に係るものであり、事故状況記録システムの構成を示すブ
ロック図
【図２】画像データ記憶部を示す図
【図３】事故が発生する寸前の状態における交差点周辺の状況を示す図
【図４】事故状況記録システムによる制御内容を示すフローチャート
【図５】事故発生時記録処理の内容を示すフローチャート
【図６】予備記録処理の内容を示すフローチャート
【図７】異なる状態における交差点周辺の状況を示す図
【図８】記録データ問合せ応答処理の内容を示すフローチャート
【図９】本発明の第２実施形態に係る図１相当図
【図１０】図３相当図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　（第１実施形態）
　以下、本発明の第１実施形態について図１から図８を参照しながら説明する。図１は、
事故状況記録システム１０の構成を概略的に示すブロック図である。事故状況記録システ
ム１０は、車載装置１１と情報センター１２とからなる。
　車載装置１１は、事故発生前後における車両の周辺の状況を記録するドライブレコーダ
としての機能を有する。車載装置１１は、複数の車両（例えば自動車など）にそれぞれ搭
載され、制御部１３、車載センサ部１４、車載カメラ１５、ＲＴＣ（Real Time Clock）
１６、画像データ記憶部１７、スピーカ１８が接続された音声コントローラ１９、マイク
２０から入力された音声を認識する音声認識装置２１、通信部２２などを備えている。ま
た、制御部１３には、ナビゲーション部２３が接続されている。
【００１２】
　制御部１３は、図示しないＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭを有するマイクロコンピュータ
を主体として構成されており、車載装置１１の動作全般を制御する。車載装置１１は、制
御部１３のＣＰＵにおいて制御プログラムを実行することにより、状況記録部２４、自車
両状況検出部２５、事故発生時記録開始部２６をソフトウェアによって仮想的に実現する
。
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　車載センサ部１４は、当該車載センサ部１４を備える車両の状況を自車両状況データと
して検出するものであり、少なくとも一般的に車両に設けられる車載センサを含む。この
場合、車載センサ部１４は、車両の速度を検出する車速センサ３１、エンジンスロットル
の開度を検出するスロットル開度センサ３２、アクセルペダルの踏み込み量を検出するア
クセルペダル開度センサ３３、ステアリングの操作量を検出するステアリングセンサ３４
、ブレーキペダルの踏み込み量を検出するブレーキペダル開度センサ３５、車両の向きを
検出するヨーレートセンサ３６、車輪の回転速度を検出する車輪速センサ３７、車両の加
速度を検出する加速度センサ３８などからなる。
【００１３】
　車載カメラ１５は、例えば車両のフロントガラスやサイドミラーなどに設けられており
、主として車両の進行方向の前方を撮影する。なお、車載カメラ１５を、車両の進行方向
の前方を撮影する位置から例えば左右方向あるいは上下方向に旋回可能に設け、撮影範囲
を調節可能としてもよい。車載カメラ１５は、画像処理部４１に接続されており、撮影し
た画像を電気信号として出力する。画像処理部４１は、車載カメラ１５から得た電気信号
に基づいて例えばＪＰＥＧ形式やＭＰＥＧ形式の画像データを作成する。
　ＲＴＣ１６は、時刻および時間を設定する計時手段である。ＲＴＣ１６は、発信器（図
示せず）が出力したクロックパルスのパルス数をカウントし、カウントしたカウント値が
基準値に到達すると単位時間を示す単位時間信号を生成する。そして、ＲＴＣ１６は、生
成した単位時間信号に基づいて端末時刻を生成する。
【００１４】
　画像データ記憶部１７は、例えば常時画像データを所定の周期でサイクリックに保存す
る揮発性のＤＲＡＭメモリ及び例えば事故発生時や事故が発生しやすい状況などに画像デ
ータを保存する不揮発性のＥＥＰＲＯＭからなる。この画像データ記憶部１７には、車載
カメラ１５および画像処理部４１によって得られた画像データが記憶される。図２に示す
ように、この画像データ記憶部１７は、この場合、主としてＤＲＡＭメモリからなり、例
えば事故発生前の状況における例えば10秒間分の映像データ（画像データ）をサイクリッ
クに記憶する揮発性の領域Ｒ０と、主としてＥＥＰＲＯＭからなり、例えば事故などの記
録状況が発生した場合に、ＤＲＡＭメモリに保存された事故発生前の情報を含めて映像デ
ータ（画像データ）を記憶する不揮発性の領域Ｒ１～Ｒ４を有する。なお、領域Ｒ１は、
自車両（当該画像データ記憶部１７を備える車両）の事故に関するデータを記憶する領域
である。領域Ｒ２は、自車両に関する予備記録データ（詳しくは後述する）を記憶する領
域である。領域Ｒ３は、他車両（自車両以外の車両）の事故に関するデータを記憶する領
域である。領域Ｒ４は、他車両に関する予備記録データを記憶する領域である。
【００１５】
　各領域Ｒ１～Ｒ４のサイズおよび各領域Ｒ１～Ｒ４に格納可能なデータ件数は異なって
おり、この場合、領域Ｒ１のサイズは少なくとも領域Ｒ３よりも大きく設定され、当該領
域Ｒ１に格納可能なデータ件数（事故件数）は１０件に設定されている。領域Ｒ２のサイ
ズは少なくとも領域Ｒ４よりも大きく設定され、当該領域Ｒ２に格納可能なデータ件数（
予備記録件数）は５件に設定されている。領域Ｒ３のサイズは少なくとも上記Ｒ１よりも
小さく設定され、当該領域Ｒ３に格納可能なデータ件数（事故件数）は８件に設定されて
いる。領域Ｒ４のサイズは少なくとも上記Ｒ２よりも小さく設定され、当該領域Ｒ４に格
納可能なデータ件数（予備記録件数）は４件に設定されている。即ち、画像データ記憶部
１７は、自車両に関するデータを格納する領域Ｒ１，Ｒ２のデータサイズを、他車両に関
するデータを格納する領域Ｒ３，Ｒ４のデータサイズよりも大きく設定するとともに、自
車両に関するデータを格納する領域Ｒ１，Ｒ２のデータ件数を、他車両に関するデータを
格納する領域Ｒ３，Ｒ４のデータ件数よりも多く設定した構成である。なお、各領域Ｒ１
～Ｒ４のデータサイズや各領域Ｒ１～Ｒ４に格納可能なデータ件数は適宜変更して設定す
ることができる。また、制御部１３は、画像データ記憶部１７に記憶した画像データをサ
イクリックに破棄するが、その破棄する周期を、自車両に関するデータを格納する領域Ｒ
１，Ｒ２については長く設定し、他車両に関するデータを格納する領域Ｒ３，Ｒ４につい
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ては短く設定している。即ち、制御部１３は、領域Ｒ１，Ｒ２に格納したデータを、領域
Ｒ３，Ｒ４に格納したデータよりも長い期間保持する。
【００１６】
　ナビゲーション部２３は、ＧＰＳ（Global Positioning System）のＧＰＳ衛星から送
信される電波に基づいて車両の現在位置を検出する位置検出部、道路データや交差点デー
タなどを含む地図データを記憶する地図データ記憶部、例えばカラー液晶ディスプレイか
らなる表示部、例えば表示部の画面に設けられたタッチパネルスイッチや表示部の画面近
傍に設けられたメカニカルスイッチからなる操作スイッチ部など（何れも図示せず）を備
えている。ナビゲーション部２３は、表示部の画面に車両の現在位置周辺の地図を表示す
るとともに、車両の現在位置および進行方向を示す現在地マークを地図に重ねて表示する
。この場合、ナビゲーション部２３は、車両の走行に伴って地図上の現在地マークを移動
させるとともに、表示部の画面に表示する地図を車両の現在位置に応じてスクロールさせ
る。このとき、ナビゲーション部２３は、車両の現在位置を走行道路上あるいは案内経路
上に合わせるマップマッチングを実施する。なお、ナビゲーション部２３は、図１に示す
ように車載装置１１にモジュールとして組み込む構成としてもよいし、単独のナビゲーシ
ョン装置を車載装置１１に組み合わせる構成としてもよい。
【００１７】
　音声認識装置２１は、マイク２０を介して入力される音声と内部に記憶する音声認識用
の辞書データとを照合し、入力された音声を認識する。音声コントローラ１９は、音声認
識装置２１を制御して音声認識結果を制御部１３に出力するとともに、認識された音声を
スピーカ１８を介してトークバック出力する。また、音声コントローラ１９は、制御部１
３からの音声出力指令に基づいて音声出力信号をスピーカ１８に出力する。スピーカ１８
から出力される音声は、ナビゲーション部２３による車両の経路案内に関する音声、操作
説明に関する音声、上記のトークバック音声などである。
【００１８】
　通信部２２は、例えば無線の通信回線３９を経由して情報センター１２との間でデータ
通信を行う。
　状況記録部２４は、後述する事故発生時記録処理および予備記録処理において、車載カ
メラ１５、画像処理部４１、画像データ記憶部１７などにより、当該状況記録部２４を備
える車両の周辺の状況を記録する。また、状況記録部２４は、車両の走行中において、車
載カメラ１５、画像処理部４１、画像データ記憶部１７などから得られるデータ（車両の
周辺の状況を示すデータ）を、周期的に画像データ記憶部１７の揮発性メモリ（この場合
、領域Ｒ０）にサイクリックに記録する。
【００１９】
　自車両状況検出部２５は、後述する事故発生時記録処理および予備記録処理において、
車載センサ部１４、ＲＴＣ１６、ナビゲーション部２３の位置検出部などにより、当該自
車両状況検出部２５を備える車両の状況（車速、加速度、時刻、位置など）に関するデー
タを自車両状況データとして検出する。
　事故発生時記録開始部２６は、後述する事故発生時記録処理において、車両の挙動に異
常が生じたことをトリガとして、当該事故発生時記録開始部２６を備える車両の状況記録
部２４に当該車両の周辺の状況の記録を開始させる。
【００２０】
　情報センター１２は、交通情報（例えば、渋滞区間、事故発生区間、工事区間、路面状
況など）、気象情報、最新の地図データなどを各車両に配信する情報配信サーバとしての
機能を有する。情報センター１２が有する各種情報は、所定間隔（例えば、５分～１０分
程度の間隔）で最新の内容に更新されるようになっている。この情報センター１２は、制
御部５１、通信部５２、事故状況記憶部５３などを備えている。
　制御部５１は、図示しないＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭを有するマイクロコンピュータ
を主体として構成されており、情報センター１２の動作全般を制御する。情報センター１
２は、制御部５１のＣＰＵにおいて制御プログラムを実行することにより、事故発生推定
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部５４、予備記録開始部５５をソフトウェアによって仮想的に実現する。
【００２１】
　通信部５２は、例えば無線の通信回線３９を経由して各車両の車載装置１１との間でそ
れぞれデータ通信を行う。
　事故状況記憶部５３は、過去に発生した事故の発生前後の状況を事故状況データとして
記憶する。つまり、事故状況記憶部５３は、事故が発生しやすいパターンを特定するため
の各種情報を記憶するものである。この場合、事故状況記憶部５３は、各種の項目（例え
ば、事故の発生時刻、事故発生前後における事故車両の車速、事故発生前後における事故
車両周辺の車両の車速、事故発生前後における事故車両および事故車両周辺の車両の配置
（位置関係）、事故発生時の天候、事故発生時の路面状況など）のデータを事故状況デー
タとして記憶する。
【００２２】
　このような事故状況データは、例えば、事故車両および事故車両周辺の車両に搭載され
た車載装置１１がドライブレコーダ機能によって記録した事故発生前後の記録データを通
信部２２を介して情報センター１２に送信し、当該記録データを通信部５２を介して受信
した制御部５１が事故状況記憶部５３に入力する構成としてもよい。また、事故状況デー
タは、例えば警察官などによる事故の調査データに基づいてシステム管理者が事故状況記
憶部５３に直接入力する構成としてもよい。また、両構成を併用する構成としてもよい。
【００２３】
　このように事故状況記憶部５３に記憶された事故状況データによれば、事故が起こりそ
うな状況（例えば図３参照）における条件として、事故が発生しやすい時間帯、事故が発
生しやすい状況における各車両の車速、事故が発生しやすい状況における各車両の位置関
係、事故が発生しやすい天候、事故が発生しやすい路面状況などを特定することができ、
事故が発生しやすいパターンを抽出することができる。なお、図３は、自車両Ａが交差点
Ｐにおいて他車両Ｂと事故を起こす寸前の状態を示しており、事故車両となる自車両Ａの
周辺には交差点Ｐ方向に走行する他車両Ｃが存在している。
【００２４】
　事故発生推定部５４は、後述する予備記録処理において、各車両から送信される自車両
状況データが事故状況記憶部５３に記憶されている事故状況データに合致するか否かを判
断し、自車両状況データを送信した車両が事故が起こりやすい状況に直面しているか否か
を推定する。なお、事故発生推定部５４は、自車両状況データが事故状況データに完全に
合致する場合に、車両が事故が起こりやすい状況に直面していると判断するようにしても
よいし、自車両状況データの一部が事故状況データの一部に合致する場合に、車両が事故
が起こりやすい状況に直面していると判断するようにしてもよい。
　予備記録開始部５５は、後述する予備記録処理において、各車両に記録開始信号を送信
することで、各車両に搭載された状況記録部２４に各車両の周辺の状況の記録をそれぞれ
開始させる。なお、この予備記録開始部５５による記録は、後述するように、各車両が備
える状況記録部２４によって各車両の画像データ記憶部１７の揮発性メモリに周期的に記
録されたデータを画像データ記憶部１７の不揮発性メモリに複写する処理を含む。
【００２５】
　次に、上記構成の事故状況記録システム１０の動作について説明する。
　図４は、事故状況記録システム１０による制御内容を示すフローチャートである。事故
状況記録システム１０は、車載装置１１が搭載された各車両（自車両あるいは他車両）の
走行中において、事故発生時記録処理（ステップＡ１）、予備記録処理（ステップＡ２）
を並列的に実行する。また、事故状況記録システム１０は、これら事故発生時記録処理お
よび予備記録処理とは独立して、記録データ問合せ応答処理（ステップＡ３）を実行可能
に構成されている。事故状況記録システム１０は、これらステップＡ１～Ａ３の処理を繰
り返し実行する。
【００２６】
　次に、これら事故発生時記録処理（ステップＡ１）、予備記録処理（ステップＡ２）、
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記録データ問合せ応答処理（ステップＡ３）の内容をそれぞれ説明する。なお、以下の説
明において、特に説明を加えない限り、「自車両」とは、詳しくは後述する事故発生時記
録処理において「車両の挙動に異常が生じた」と判断する車両、あるいは、詳しくは後述
する予備記録処理において「事故が起こりやすい状況に直面している」と判断される車両
とする。また、「他車両」とは、「自車両」以外の車両とする。
【００２７】
　　（事故発生時記録処理）
　図５は、事故発生時記録処理の内容を示すフローチャートである。車載装置１１の制御
部１３は、当該車載装置１１を搭載した車両の走行中において、車載カメラ１５および画
像処理部４１によって得られた画像データを、画像データ記憶部１７の揮発性領域にサイ
クリックに保存する（ステップＢ０）。また、車載装置１１の制御部１３は、車載センサ
部１４から入力される各種の検出データに基づいて、自車両（例えば、図３に示す車両Ａ
）の挙動に異常（例えば、急加速、急減速、急ハンドルなど）が生じたか否かを判断する
（ステップＢ１）。そして、自車両Ａの制御部１３は、当該自車両Ａの挙動に異常が生じ
たと判断すると（ステップＢ１：ＹＥＳ）、事故発生時記録開始部２６によって、当該自
車両Ａの周辺に存在する他車両（例えば、図３に示す車両Ｃ）に記録開始信号を送信する
（ステップＢ２）。そして、自車両Ａの制御部１３は、車載カメラ１５による撮影を開始
し、当該自車両Ａの周辺の状況の記録（録画）を開始する（ステップＢ３）。なお、この
記録処理は、過去に揮発性領域にサイクリックに保存した画像データ（映像データ）の不
揮発性領域への記録（データの複写）も含む。自車両Ａの制御部１３は、車載カメラ１５
による録画を開始すると、所定の記録時間が経過したか否かを判断する（ステップＢ４）
。そして、自車両Ａの制御部１３は、所定の記録時間が経過したと判断すると（ステップ
Ｂ４：ＹＥＳ）、車載カメラ１５による記録（録画）を終了する（ステップＢ５）。
【００２８】
　一方、他車両Ｃに搭載された車載装置１１の制御部１３も、当該車載装置１１を搭載し
た車両Ｃの走行中において、車載カメラ１５および画像処理部４１によって得られた画像
データを、画像データ記憶部１７の揮発性領域にサイクリックに保存する（ステップＢ０
´）。そして、他車両Ｃの制御部１３は、自車両Ａから記録開始信号を受信すると（ステ
ップＢ６：ＹＥＳ）、車載カメラ１５による撮影を開始し、当該他車両Ｃの周辺の状況の
記録（過去の映像データも含めた不揮発領域への録画）を開始する（ステップＢ７）。こ
こで、図３に示す状態では、他車両Ｃは自車両Ａの周辺に存在し、しかも、自車両Ａに近
付く方向に走行している。そのため、他車両Ｃの車載カメラ１５の撮影範囲には自車両Ａ
が含まれる可能性が高い。他車両Ｃの制御部１３は、車載カメラ１５による録画を開始す
ると、所定の記録時間が経過したか否か、および、他車両Ｃの走行に伴い当該他車両Ｃが
自車両Ａから所定距離離れたか否かを判断する（ステップＢ８）。なお、所定の記録時間
が経過したか否かの判断は、例えばＲＴＣ１６からの入力データに基づいて行うことが可
能である。また、所定距離離れたか否かを判断は、例えばナビゲーション部２３からの入
力データ（現在位置データ）に基づいて行うことが可能である。そして、他車両Ｃの制御
部１３は、所定の記録時間が経過した、または、他車両Ｃが自車両Ａから所定距離離れた
と判断すると（ステップＢ８：ＹＥＳ）、車載カメラ１５による記録（録画）を終了する
（ステップＢ９）。
【００２９】
　そして、他車両Ｃの制御部１３は、その記録時間内あるいは他車両Ｃが自車両Ａから所
定距離離れるまでの間に得られた記録データ（画像データ）を自車両Ａの車載装置１１に
送信する（ステップＢ１０）。また、他車両Ｃの制御部１３は、得られた画像データを、
事故記録データとして画像データ記憶部１７の領域Ｒ３（他車両の事故に関するデータを
記憶する領域）に記憶する（ステップＢ１１）。なお、この領域Ｒ３における「他車両」
とは、例えば図３においては、他車両Ｃから見て他車両となる自車両Ａのことである。
【００３０】
　自車両Ａの制御部１３は、上記ステップＢ３～Ｂ５の処理により所定の記録時間内に得
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られた画像データおよび他車両Ｃの車載装置１１から受信した画像データを、事故記録デ
ータとして画像データ記憶部１７の領域Ｒ１（自車両の事故に関するデータを記憶する領
域）に記憶する（ステップＢ１２）。
【００３１】
　なお、自車両の挙動に異常が生じたか否かの判断（ステップＢ１参照）においては、例
えば音声認識により人の驚きの声を検出したか否かに基づいて、異常発生の有無を判断す
るようにしてもよい。また、他車両に搭載された車載装置１１の制御部１３は、上記ステ
ップＢ６の判断処理に加え、さらに音声認識により人の驚きの声を検出した場合にも、状
況の記録（ステップＢ７～Ｂ９参照）を実行するように構成してもよい。また、車載装置
１１に手動により操作される記録開始スイッチを設け、当該記録開始スイッチが操作され
た場合にも、状況の記録（ステップＢ７～Ｂ９参照）を実行するように構成してもよい。
　また、上記の説明では特に他車両Ｃについて説明したが、「他車両」には事故の相手方
である他車両Ｂも含まれる。従って、他車両Ｂによる記録データも自車両Ａに送信し事故
記録データとして記憶することが可能である。
【００３２】
　　（予備記録処理）
　図６は、予備記録処理の内容を示すフローチャートである。この予備記録処理は、車両
が事故が発生しやすい状況に直面している場合において当該車両の周辺の状況を記録する
ための処理である。つまり、実際に事故が発生していない場合であっても予備的に車両周
辺の状況を記録する処理である。
　車載装置１１の制御部１３は、当該車載装置１１を搭載した車両（例えば、図７に示す
自車両Ｄ）の走行中において、車載カメラ１５および画像処理部４１によって得られた画
像データを、画像データ記憶部１７の揮発性領域にサイクリックに保存する（ステップＣ
０）。車載センサ部１４やナビゲーション部２３から入力される各種のデータを自車両状
況データとして情報センター１２に送信する（ステップＣ１）。この場合、制御部１３は
、車載センサ部１４やナビゲーション部２３から入力される全てのデータを情報センター
１２に送信するようにしてもよいし、一部のデータ（例えば、車速センサ３１から入力さ
れる自車両の車速データや、ナビゲーション部２３から入力される自車両の現在位置デー
タなど）を情報センター１２に送信するようにしてもよい。
【００３３】
　自車両Ｄの制御部１３は、車両状況データの送信後、後述する情報センター１２から記
録開始信号を受信したか否かを判断する（ステップＣ２）。なお、他車両（例えば、図７
に示す車両Ｆ）に搭載された車載装置１１の制御部１３も、情報センター１２から記録開
始信号を受信したか否かを判断する（ステップＣ９）。
【００３４】
　情報センター１２の制御部５１は、自車両Ｄから車両状況データを受信すると（ステッ
プＣ３：ＹＥＳ）、事故発生推定部５４により、当該車両状況データの全部または一部が
事故状況記憶部５３に記憶されている事故状況データ（例えば、図３に示す状況に対応す
るデータ）の全部または一部に合致するか否かを判断し、車両状況データを送信した自車
両Ｄが事故（この場合、図７に示す交差点Ｐにおける車両Ｅとの事故）が起こりやすい状
況に直面しているか否かを推定する（ステップＣ４）。そして、制御部５１は、車両状況
データを送信した自車両Ｄが事故が起こりやすい状況に直面していると判断すると（ステ
ップＣ４：ＹＥＳ）、予備記録開始部５５により、車両状況データを送信した自車両Ｄお
よび当該自車両Ｄ以外の他車両Ｆに記録開始信号を送信する（ステップＣ５）。
【００３５】
　自車両Ｄに搭載された車載装置１１の制御部１３は、情報センター１２から記録開始信
号を受信すると（ステップＣ２：ＹＥＳ）、車載カメラ１５による撮影を開始し、当該自
車両Ｄの周辺の状況の記録（録画）を開始する（ステップＣ６）。自車両Ｄの制御部１３
は、車載カメラ１５による録画を開始すると、所定の記録時間が経過したか否かを判断す
る（ステップＣ７）。そして、自車両Ｄの制御部１３は、所定の記録時間が経過したと判
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断すると（ステップＣ７：ＹＥＳ）、車載カメラ１５による記録（録画）を終了する（ス
テップＣ８）。
【００３６】
　一方、他車両Ｆに搭載された車載装置１１の制御部１３も、当該車載装置１１を搭載し
た車両Ｆの走行中において、車載カメラ１５および画像処理部４１によって得られた画像
データを、画像データ記憶部１７の揮発性領域にサイクリックに保存する（ステップＣ０
´）。そして、他車両Ｆの制御部１３は、情報センター１２から記録開始信号を受信する
と（ステップＣ９：ＹＥＳ）、車載カメラ１５による撮影を開始し、自車両Ｄが含まれる
可能性が高い他車両Ｆの周辺の状況の記録（録画）を開始する（ステップＣ１０）。他車
両Ｆの制御部１３は、車載カメラ１５による録画を開始すると、所定の記録時間が経過し
たか否か、および、他車両Ｆの走行に伴い当該他車両Ｆが自車両Ｄから所定距離離れたか
否かを判断する（ステップＣ１１）。そして、他車両Ｆの制御部１３は、所定の記録時間
が経過した、または、他車両Ｆが自車両Ｄから所定距離離れたと判断すると（ステップＣ
１１：ＹＥＳ）、車載カメラ１５による記録（録画）を終了する（ステップＣ１２）。
【００３７】
　そして、他車両Ｆの制御部１３は、その記録時間内あるいは他車両Ｆが自車両Ｄから所
定距離離れるまでの間に得られた記録データ（画像データ）を自車両Ｄの車載装置１１に
送信する（ステップＣ１３）。また、他車両Ｆの制御部１３は、得られた画像データを、
予備記録データとして画像データ記憶部１７の領域Ｒ４（他車両に関する予備記録データ
を記憶する領域）に記憶する（ステップＣ１４）。なお、この領域Ｒ４における「他車両
」とは、例えば図７においては、他車両Ｆから見て他車両となる自車両Ｄのことである。
【００３８】
　自車両Ｄの制御部１３は、上記ステップＣ６～Ｃ８の処理により得られた画像データお
よび他車両Ｆの車載装置１１から受信した画像データを、予備記録データとして画像デー
タ記憶部１７の領域Ｒ２（自車両に関する予備記録データを記憶する領域）に記憶する（
ステップＣ１５）。
　なお、上記の説明では特に他車両Ｆについて説明したが、「他車両」には事故の相手方
として推定される他車両Ｅも含まれる。従って、他車両Ｅによる記録データも自車両Ｄに
送信し事故記録データとして記憶することが可能である。
【００３９】
　　（記録データ問合せ応答処理）
　図８は、記録データ問合せ応答処理の内容を示すフローチャートである。情報センター
１２の制御部５１は、各車両にそれぞれ搭載された車載装置１１の制御部１３に、特定の
事故に関する記録データの有無を問い合わせる問合せ信号を送信する（ステップＤ１）。
この問合せ信号は、問合せ対象となる事故を特定するための情報（例えば、事故発生地点
、事故発生時刻など）を含む。各車両の制御部１３は、問合せ信号を受信すると（ステッ
プＤ２：ＹＥＳ）、該当する記録データが画像データ記憶部１７に記憶されているか否か
を確認する（ステップＤ３）。各車両の制御部１３は、該当する記録データが画像データ
記憶部１７に記憶されている場合には（ステップＤ３：ＹＥＳ）、当該記録データを情報
センター１２に送信する（ステップＤ４）。
【００４０】
　情報センター１２の制御部５１は、記録データを受信すると（ステップＤ５：ＹＥＳ）
、受信した記録データを事故状況記憶部５３に記憶する（ステップＤ６）。
　なお、問合せ信号を自車両から他車両に送信し、当該問合せ信号を受信した他車両から
該当する記録データを情報センター１２あるいは自車両に収集する構成としてもよい。
【００４１】
　以上に説明したように本実施形態によれば、事故が発生する寸前の状況にならなくとも
、各車両が事故が起こりそうな状況になれば、当該車両の周辺の状況を記録することがで
きる。
　また、事故状況記憶部５３および事故発生推定部５４を情報センター１２に備えた。こ
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れにより、事故状況記憶部５３を分散配置した構成とは異なり、事故状況データを１つの
情報センター１２において一元的に管理することができ、事故状況データの追加、修正、
削除などの編集を容易に行うことができる。また、事故発生推定部５４を分散配置した構
成とは異なり、事故発生推定部５４による判断処理を１つの情報センター１２において一
元的に実行することができ、各車両が事故が発生しやすい状況に直面しているか否かの推
定結果に矛盾が生じることがない。従って、事故発生の推定処理を精度良く実行すること
ができる。
【００４２】
　また、車両が事故が発生しやすい状況に直面しているか否かを推定することで、事故発
生の予測を行うことができる。そして、事故が発生しやすい状況が推定される場合には、
所定の警告処理（例えば、スピーカ１８から警告音声や警告音を出力する処理、ナビゲー
ション部２３の画面に警告情報を表示する処理など）を実行する構成としてもよい。この
ような構成によれば、事故が起こりそうな状況になった時点で運転者に注意を喚起するこ
とができ、事故発生の防止を図ることができる。この場合の警告内容としては、例えば、
図７に示す状態では、車両Ｄについては「進行方向の右側から接近する車両に注意してく
ださい」、車両Ｅについては「進行方向の左側から接近する車両に注意してください」、
車両Ｆについては「進行方向の右側から接近する車両と正面から接近する車両が事故を起
こす可能性があります」といった具体的な内容とするとよい。
【００４３】
　（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態について図９および図１０を参照しながら説明する。本実
施形態は、道路インフラ設備（道路設備）を利用した点が上述の第１実施形態と異なる。
以下、上述の第１実施形態と異なる点のみを説明する。図９には、本実施形態における道
路インフラ設備６０の構成を概念的に示している。
　道路インフラ設備６０は、制御部６１、センサ部６２、通信部６３などを備えている。
制御部６１は、図示しないＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭを有するマイクロコンピュータを
主体として構成されており、センサ部６２による各種の検出データを通信部６３を介して
送信する機能を有する。センサ部６２は、道路インフラ設備６０の近傍を走行する車両の
状況を車両状況データとして検出するものであり、この場合、カメラ７１、ループコイル
７２、赤外線センサ７３、超音波センサ７４などからなる。カメラ７１は、例えば交差点
Ｐの信号機Ｌ（図１０参照）や、図示しない道路標識、街灯、看板、カーブミラー、踏切
の遮断機などに取り付けられ、道路上を走行する車両や、車両以外の対象物（例えば、図
１０に示す歩道上の歩行者ｗ、自転車ｂなど）を撮影する。なお、カメラ７１は、例えば
左右方向あるいは上下方向に旋回可能に設け、撮影範囲を調節可能としてもよい。カメラ
７１は、画像処理部７５に接続されており、撮影した画像を電気信号として出力する。画
像処理部７５は、カメラ７１から得た電気信号に基づいて例えばＪＰＥＧ形式やＭＰＥＧ
形式の画像データを作成する。ループコイル７２は、道路の路面に埋め込まれており、道
路上を走行する車両の流れ（車両の通行量、通行頻度、渋滞の程度などを示すデータ）を
検出する。制御部６１は、これらカメラ７１による画像データおよびループコイル７２の
検出データに基づいて、主として車両の配置（位置関係）を測定することが可能である。
【００４４】
　赤外線センサ７３は、照射した赤外線が照射対象物である車両に反射して戻ってくるま
での時間を検出する。超音波センサ７４は、放射した超音波が放射対象物である車両に反
射して戻ってくるまでの時間を検出する。制御部６１は、これら赤外線センサ７３および
超音波センサ７４の検出データに基づいて、主として車両の車速を測定することが可能で
ある。
　通信部６３は、例えば無線の通信回線３９を経由して情報センター１２との間でデータ
通信を行う。なお、通信部６３は、通信回線３９を介して車載装置１１との間でもデータ
通信が可能である。
【００４５】
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　情報センター１２の制御部５１は、通信部５２を介して道路インフラ設備６０から取得
したデータを事故状況記憶部５３に記憶する。このように事故状況記憶部５３に記憶され
た事故状況データによれば、事故が起こりそうな状況（例えば図１０参照）における条件
として、さらに、事故が発生しやすい状況における歩行者ｗや自転車ｂの位置関係、信号
機Ｌの状況（赤点灯状態、青点灯状態、黄点灯状態、各点灯状態の切り替え間隔）、渋滞
の程度などを特定することができ、事故が発生しやすいパターンを一層詳細に抽出するこ
とができる。なお、図１０は、自車両Ａが交差点Ｐにおいて他車両Ｂと事故を起こす寸前
の状態を示しており、事故車両となる自車両Ａの周辺には、交差点Ｐ方向に走行する他車
両Ｃ、信号待ち状態の歩行者ｗ、走行中の自転車ｂが存在している。
【００４６】
　また、情報センター１２の制御部５１は、事故発生推定部５４により、道路インフラ設
備６０から取得したセンサ部６２による各種の検出データ（車両状況データ）の全部また
は一部が、事故状況記憶部５３に記憶されている事故状況データの全部または一部に合致
するか否かを判断する。そして、情報センター１２の制御部５１は、事故発生推定部５４
により車両状況データが事故状況データに合致すると判断した場合には、当該車両状況デ
ータに対応する車両を例えば各車両のナビゲーション部２３から送信される現在位置デー
タなどに基づいて特定し、特定した車両および当該車両の周辺の車両に対して記録開始信
号を送信する。なお、情報センター１２の制御部５１は、記録開始信号を道路インフラ設
備６０を経由して車両に送信する構成としてもよい。
【００４７】
　以上に説明したように本実施形態によれば、既設の道路インフラ設備６０を利用するこ
とで、各車両が事故が発生しやすい状況に直面しているか否かの推定を、車両以外の対象
物（例えば歩行者ｗや自転車ｂ、信号機Ｌや踏切の遮断機）に関するデータをも加味して
行うことができ、一層詳細な事故発生の推定処理が可能となる。
【００４８】
　また、各車両から送信される自車両状況データのみならず、道路インフラ設備６０から
送信される車両状況データによっても、事故が発生しやすい状況に直面している車両を特
定することができる。従って、例えば車載装置１１を搭載していない車両、搭載している
車載装置１１が故障している車両、あるいは、情報センター１２との通信状態が悪い地域
に存在する車両などについても、当該車両の周辺の状況の予備記録が可能となる。
　なお、本実施形態では、道路インフラ設備６０に制御部６１を設けず、センサ部６２の
各構成要素（カメラ７１など）にそれぞれ通信部６３を設ける構成としてもよい。
【００４９】
　（その他の実施形態）
　本発明は、上述した各実施形態にのみ限定されるものではなく、例えば次のように変形
または拡張することができる。
　事故発生推定部５４は、事故発生の推定処理を、過去に揮発性メモリに記録されたデー
タと事故状況データとを比較することで行うようにしてもよい。
　事故状況記憶部５３および事故発生推定部５４を車載装置１１に備える構成、即ち、車
載装置１１のみで事故状況記録システム１０を構成するいわゆるスタンドアロン構成とし
てもよい。この場合、事故状況記憶部５３に記憶する事故状況データは、例えば情報セン
ター１２からのデータ配信により最新の内容に更新する構成とするとよい。
【００５０】
　事故発生時記録処理および予備記録処理において、所定の記録時間および所定距離は適
宜変更して設定することができる。
　記録データ問合せ応答処理において、特定の事故に関する記録データの有無を問い合わ
せる問合せ信号を、例えば事故に関する情報を収集するために警察が事故現場周辺に設置
する看板から発信し、その看板の周辺を走行する車両から該当する記録データを収集する
構成としてもよい。
　また、車載装置１１を搭載する各車両から走行履歴データ（少なくとも、走行時刻およ
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び走行位置を特定できるデータ）を収集し、当該走行履歴データに基づいて事故発生前後
に事故発生現場周辺を走行した車両を特定し、当該車両から該当する記録データを収集す
る構成としてもよい。
【符号の説明】
【００５１】
　図面中、１０は事故状況記録システム、１２は情報センター、１７は画像データ記憶部
（画像データ記憶手段）、２４は状況記録部（状況記録手段）、２５は自車両状況検出部
（自車両状況検出手段）、５３は事故状況記憶部（事故状況記憶手段）、５４は事故発生
推定部（判断手段）、５５は予備記録開始部（記録開始手段）、６０は道路インフラ設備
（道路設備）、６２はセンサ部（車両状況検出手段）を示す。

【図１】 【図２】

【図３】



(14) JP 2011-238045 A 2011.11.24

【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】
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